
目黒区地域包括ケアに係る推進委員会設置要綱 

 

平成18年 3月29日 目健介第1146号決定 

（最終改正）平成31年 4月 1日 目健介第 269号決定 

 

（目的） 

第１条 目黒区（以下「区」という。）における地域包括支援センターの公正性及び中立性の

確保並びに円滑かつ適正な運営を図るとともに、地域密着型サービス及び地域密着型介

護予防サービス（以下「地域密着型サービス等」という。）等の適正な運営を確保するこ

とにより、高齢者等の介護及び介護予防等に関し、地域の実情を踏まえた包括的な地域ケ

アを効果的に推進するため、目黒区地域包括ケアに係る推進委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議又は検討を行う。 

（１）地域包括支援センターの公正性及び中立性の確保並びに円滑かつ適正な運営に関す

る事項 

ア 地域包括支援センターの設置等に関すること。 

イ 包括的支援事業等の運営に関すること。 

ウ 地域包括支援センターの職員の体制に関すること。 

エ その他の地域包括ケアに関すること。 

（２）地域密着型サービスの適正な運営に関する事項 

ア 地域密着型サービス等の事業者の指定に関すること。 

イ 区における地域密着型サービス等の事業者の指定基準及び介護報酬の設定に関す

ること。 

ウ 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他区長が地域密着型サービスの適

正な運営を確保する観点から必要な事項 

（３）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５第２項第３号に規定する

地域支援事業の適正な運営に関する事項 

ア 地域づくりに関すること。 

イ 地域に必要な資源の開発に関すること。 

ウ 地域に必要な政策の立案・提言に関すること。 

（４）その他地域包括ケアの推進に当たり必要な事項  

 

（委員） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員１５人以内をもって構成す

る。 

（１）介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等の構成員 ６人

以内 

（２）介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者 ３人以内 



（３）介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等に係る者 ４人以内 

（４）地域ケアに関する学識経験を有する者 ２人以内 

２ 区長は、前項の委員のほか、特に専門的知識を要する事項その他の特定の事項（以下「特

定事項」という。）の協議又は検討を要するときは、委員会の構成員として専門委員を委嘱す

るものとする。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日の属する年の翌々年の３月３１日まで、１回に限り再任がで

きる。ただし、区長が必要と認めたときは、この限りではない。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長を置き、委員の互選により決定する。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員会に副会長１人を置き、委員のうちから会長が指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（招集） 

第６条 委員会は、会長が招集する。 

 

（定足数） 

第７条 委員会は、委員（特定事項について会議を開く場合にあたっては、当該特定事項につ

いて委嘱された専門委員を含む。以下同じ。）の半数以上の出席がなければ、会議を開くこと

ができない。 

 

（意見聴取） 

第８条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明、意見等を聴

くことができる。 

 

（専門部会） 

第９条 委員会に地域ケアに関する専門的な調査及び研究を行う専門部会を設置することがで

きる。 

２ 専門部会に必要な事項は、会長が定める。 

 

（庶務） 

第10条 委員会及び専門部会の庶務は、健康福祉部福祉総合課及び健康福祉部介護保険課にお

いて処理する。 

 

（委任） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 



（報酬） 

第12条 委員の報酬は、勤務１回につき、会長は１４，０００円、地域ケアに関する学識経験

を有する者並びに弁護士、医師、歯科医師及び薬剤師の資格を有する者として区長が委嘱す

る委員は１２，０００円、その他の委員は５，０００円とする。 

 

付 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 


